
札幌市箱型ごみステーション器材敷地内設置費助成要綱 

 

平成 21 年 8 月 28 日環境局長決裁 

平成 21 年 12 月 25 日  一部改正 

平成26年  4月  1日  一部改正 

平成28年  4月  1日  一部改正 

平成29年  7月  1日  一部改正 

平成31年  4月  1日   一部改正 

令和 3年 5月 1日  一部改正 

令和 4年 4月 1日  一部改正 

令和 5年  4月  1日  一部改正 

令和 8 年  4 月 15 日  一部改正 

 （目的） 

第１条 この要綱は、一般家庭から排出されるごみの飛散防止及び鳥獣によるごみ散

乱防止対策として、箱型ごみステーション器材を敷地内に設置等する者に対し、予

算の範囲内において費用の一部を助成することについて必要な事項を定めることを

目的とする。 

２ 助成金の交付については、札幌市補助金等交付規則（令和８年規則第 24 号。以下

「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、以下のとおりとする。 

 ⑴ ごみステーション ごみ収集当日のみ、ごみを排出及び収集するための一時的

な集積場所をいう。 

 ⑵ 箱型ごみステーション器材 敷地内のごみステーションに設置される、ごみを

収納するために用いる箱型等のごみステーション器材で、次表に定める形状を有

する耐久性のあるもの。ただし、自動ごみ貯留排出装置及びこれに類するものを

除く。 

形状 形状説明 具体例 

箱型 

 開口部付きの開放部のない（底部を除く）箱状

のもので、ごみを収集する際に、内部への進入を

要しないもの（折りたたみ式箱型を含む） 

ロッカー、コンテナ等 

物置型 

開口部付きの開放部のない物置等に類する形

状のもので、ごみを収集する際に、内部への進入

を要するもの 

収納庫(トランクルー

ム)、物置等 

一部開放型 コの字状等の一部が開放された形状のもの 
囲い(コンクリート製、

ブロック製、木製等) 

 ⑶ 共同住宅 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する建築物をいう。 

 ⑷ 共同住宅の所有者等 共同住宅の所有者又は所有者以外にその建築物の管理に

ついて権限を有するものがあるときは当該権限を有する者をいう。 

 （助成対象） 

第３条 この要綱において助成を受けることができる者は、次の各号に定めるすべて

の要件を満たす者とする。 

 ⑴ 次のア～ウのいずれかに該当する者 



  ア 地域住民が共同で使用する家庭系ごみステーションを実質的に管理している

団体等 

  イ 共同住宅でごみステーションの新設に伴い箱型ごみステーション管理器材を

設置する場合においては、「札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関

する要綱（平成 20 年３月 28 日環境局長決裁。以下「ごみステーションの設置

等に関する要綱」という。）」第 11 条第１項に該当する共同住宅を除くすべての

共同住宅の所有者等 

  ウ 共同住宅で箱型ごみステーション器材を経年劣化等により更新する場合にお

いては、すべての共同住宅の所有者等 

 ⑵ 設置等した箱型ごみステーション器材を適正に管理できること。 

 ⑶ 助成の決定を受けてから購入及び設置等すること。 

 ⑷ 収集作業時の安全確保に協力することができること。 

 ⑸ 設置等状況調査、又は報告に応じることができること。 

 ⑹ 設置等にあたり、法、政令、省令その他の関係法令を遵守できること。 

２ 前項に定める者が次の各号に定める基準のいずれかに該当する箱型ごみステーシ

ョン器材の設置等を行う場合に助成金を交付する。 

 ⑴ 新たに第３項に定める基準を満たす箱型ごみステーション器材を設置する場合 

 ⑵ 既に設置されているごみステーション器材を第３項に定める基準を満たす箱型

ごみステーション器材に変更する場合 

 ⑶ 既に設置されている箱型ごみステーション器材が、破損等によりその使用に支

障をきたし、新たに第３項に定める基準を満たす箱型ごみステーション器材の設

置を必要とする場合及び破損部分等を修繕等により現状に復する場合 

３ 第１項第１号のアに該当する者については、次の各号に定める基準を満たしてい

ることを要件とする。 

 ⑴ 設置者が使用権限を有する土地に設置する箱型ごみステーション器材であるこ

と。 

 ⑵ 地域住民が共同で使用する箱型ごみステーション器材であること。 

 ⑶ 次のア～エに定める設置場所に関する基準を満たしていること。 

  ア ごみ収集車が敷地内に進入せずに収集することができる、道路に接する場所

であること。 

  イ 交差点、横断歩道付近等道路交通法に抵触する場所でなく、ごみ収集車が停

車して安全に収集作業を行える場所であること。 

  ウ 道路に接する敷地のうち次の(ｱ)から(ｳ)に接する場所があるときは、これを除

く場所であること。 

   (ｱ) 見通しの悪いカーブした道路 

   (ｲ) 急勾配の道路 

   (ｳ) 回転又は方向転換する場所がない袋路状道路 

  エ 円滑に収集作業を行うため、ごみステーションとごみ収集車停車位置の間に

収集作業の障害となるものがないこと。 

 ⑷ 次のア～カに定める構造に関する基準を満たしていること。 

  ア 道路又は通路に接する長さが奥行きよりも長い形状とすること。 

  イ 雨水又は汚水が溜まらない構造とすること。 

  ウ コンクリート、ブロック等の腐食しない材質であること。 



  エ 箱型の場合は、上部又は前面に開口部を設け、収集作業に支障のない形状で

あること。 

  オ 物置型の場合は、次の(ｱ)から(ｳ)に定める基準を満たしていること。 

   (ｱ) ごみ収集車停車位置側に幅 1.5ｍ高さ 2ｍ以上の開口部を設けること。 

   (ｲ) 屋根を設置する場合は高さ 2ｍ以上とすること。 

   ( ｳ ) 扉を設置する場合は、扉等の開閉部は、引戸、シャッター等の収集作業に

支障がない扉とし、扉を開いたときの開口部は幅 1.5ｍ高さ 2ｍ以上とするこ

と。扉は収集当日の朝から収集が終わるまでの間、施錠しないこと。 

  カ ごみステーション器材の扉等は敷地から出ない構造とすること。 

 ⑸ この要綱に定めるもののほか、法、政令、省令その他の関係法令に抵触しない

性状であること。 

４ 第１項第１号のイ又はウに該当する者については、設置者が使用権限を有する既

存共同住宅敷地内に設置し、ごみステーションの設置等に関する要綱第17条から第

19条までに定める基準を満たし、かつ、この要綱に定めるもののほか、法、政令、

省令その他の関係法令に抵触しない性状であることを要件とする。 

 （助成額及び助成限度額） 

第４条 助成金の額は、予算の範囲内において、以下のとおりとする。 

⑴ １箇所あたりの工事費、設置費等の付帯経費を除く設置等に要する費用（消費

税を含む）の２分の１に相当する額とし、50,000 円を限度とする。ただし、一部

開放型でごみの囲い込みにネット等による補完を必要とするものについては、

16,000 円を限度とする。 

 ⑵ 前項の規定に関わらず、町内会（町内会名簿に登録されているものに限る。た

だし、共同住宅の住人のみで組織されている団体は除く）が民有地等の敷地内に

共用の箱型ごみステーション器材（一部開放型を除く）を設置する場合は１箇所

あたりの工事費、設置費等の付帯経費を除く設置等に要する費用（消費税を含む）

の４分の３に相当する額とし、75,000 円を限度とする。 

２ 助成金の額に 100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 （設置計画及び計画確認） 

第５条 第３条第１項第１号のアに該当する者が助成金の交付を申請しようとする場

合は、申請前に「箱型ごみステーション器材設置等計画書」（様式１）を清掃事務所

長に提出し、その承認を得なければならない。 

２ 第３条第１項第１号項のイ又はウに該当する住戸６戸以上の共同住宅の所有者等

が、助成金の交付を申請しようとする場合は、ごみステーションの設置等に関する

要綱第 15 条第２項に定める協議の際に「共同住宅ごみ処理及びごみステーション設

置計画書（既存共同住宅）」を清掃事務所長に提出し、その承認を得なければならな

い。住戸６戸未満の場合もこれに準じる者とする。 

３ 清掃事務所長は、第３条第１項第１号のアに該当する者から、第１項の規定に基

づく「箱型ごみステーション器材設置等計画書」(様式１)が提出された場合は、計

画内容を審査のうえ、計画内容が第３条第３項第２号から第５号に定める基準を満

たしていることを確認したときは、「箱型ごみステーション器材設置等計画要件適合

確認通知書」（様式２。以下「計画確認書」という。）を発行するものとする。 

（交付申請及び交付決定通知） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付し、「箱型



ごみステーション器材設置費助成金交付申請書」（様式３）を市長に提出するものと

する。 

 ⑴ 計画確認書の写し、又は前条第１項後段に定める清掃事務所長の承認を得た「共

同住宅ごみ処理及びごみステーション設置計画書（既存共同住宅）」の写し 

 ⑵ 箱型ごみステーション器材設置等同意書（様式４） 

 ⑶ 設置等に要する経費の内訳が明記されている見積書等の写し 

 ⑷ 付近見取り図 

 ⑸ 配置図 

 ⑹ 詳細図（箱型ごみステーション器材形状図） 

２ 市長は、前項の申請内容を審査のうえ助成金の交付を決定したときは、申請者に

対し、「箱型ごみステーション器材設置費助成金交付決定通知書」（様式５。以下「交

付決定通知書」という。）を発行するものとする。 

３ 前項の審査の結果により交付することが不適当と認めた時は、市長は直ちに申請

者に対し、その旨を通知するものとする。 

(助成金の変更交付申請等) 

第７条 前条第２項の規定により助成金交付決定通知を受けた者が、助成金の交付決

定後、助成の対象となった箱型ごみステーション器材の設置等を中止し、又は取り

やめるときは、「箱型ごみステーション器材設置等中止届出書」（様式６）を市長に

提出しなければならない。 

２ 前条第１項の規定により助成金交付決定通知を受けた者が、助成金の交付決定後、

助成の対象となった箱型ごみステーション器材の設置等の内容を変更しようとする

ときは、「箱型ごみステーション器材設置費助成金変更交付申請書」（様式７）に変

更後の内容に改訂した第 5 条第１項の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しな

ければならない。 

３ 市長は、前項に基づく変更の申請があったときは、これを審査し、必要に応じて

助成金を変更し、「箱型ごみステーション器材設置費助成金変更交付決定通知書」（様

式８）により通知するものとする。 

 （設置等報告及び助成金交付請求） 

第８条 第６条第２項の規定により助成金交付決定通知を受けた者（前条第１項の届

出を行った者を除き、箱型ごみステーション器材設置等の内容に変更がある場合に

あっては、同条第３項の助成金変更交付決定通知書を受けた者に限る。以下「助成

決定者」という。）が、助成の対象となった箱型ごみステーション器材(以下「助成

対象箱型ごみステーション器材」という。)の設置等をしたときは、速やかに「箱型

ごみステーション器材設置等報告兼助成金交付請求書」（様式９）に次の各号に掲げ

る書類を添えて、市長に提出するものとする。 

 ⑴ 助成対象箱型ごみステーション器材の設置等に関する状況を示す写真 

 ⑵ 助成対象箱型ごみステーション器材の設置等に要する経費、仕様等が確認でき

る書類（領収証等） 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に定める助成金の交付請求は、第６条に規定する助成金交付決定通知を受け

た日（第７条第１項の届出を行った場合を除き、箱型ごみステーション器材設置等

の内容に変更がある場合にあっては、同条第３項の助成金変更交付決定通知書を受

けた日に限る。）の属する札幌市における会計年度の末日までに行わなければならな



い。 

 （交付） 

第９条 市長は、前条の規定による助成金の交付請求を受けた場合において、その内

容を審査し適正と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。 

２ 助成金の交付は、助成決定者が指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法

によるものとする。 

 （助成金交付の条件） 

第10条 前条の規定により助成金の交付を受けた者（以下「助成金受領者」という。）

は、助成対象箱型ごみステーション器材を、市長の承認を受けないで助成金の交付

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 助成対象箱型ごみステーション器材は、助成金交付後においても第３条第３項に

定める基準を満たしていなければならない。 

３ 市長は、助成金受領者が第１項の市長の承認を受けて処分することにより収入が

あった場合には、その収入の全部又は一部を札幌市に納付させることができる。 

 （助成金の決定の取消等） 

第11条 市長は、助成決定者又は助成金受領者が規則第 17 条第１項のいずれかに該当

する場合は、助成金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。 

 （助成金の返還） 

第12条 市長は、前条の規定により助成金交付決定の全部又は一部を取消した場合に 

おいて、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限

を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 前項の規定による処分に関し、助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係

る助成金の交付の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を

納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額）につ

き、市長が定める算出方法により算出した加算金を札幌市に納付するものとする。 

３ 第１項の規定により助成金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかった

ときは、期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額（その一部を納付

した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額）につき、

市長が定める算出方法により算出した延滞金を札幌市に納付するものとする。 

 （委任） 

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境事業部長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 21 年 12 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 21 年 12 月 25 日から施行する。 

      附 則 

 この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 28 年 4 月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成 29 年 7 月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成 31 年 4 月１日から施行する。 



附 則 
 この要綱は、令和 3 年 5 月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和 4 年 4 月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和 5 年 4 月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和 8 年 4 月 15 日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（様式 1） 

箱型ごみステーション器材設置等計画書 

    年  月  日 

 （あて先）札幌市環境局環境事業部 

           清掃事務所長 

設置計画者 団体名               

住 所               

氏 名               

 札幌市箱型ごみステーション器材敷地内設置費助成要綱第5条第1項の規定により、

箱型ごみステーション設置等の計画について、下記のとおり提出します。 

記 

１ 箱型ごみステーション器材設置等予定地 

 ※ 設置者が使用権限を有する土地であること。（歩道など公道上の設置は不可） 

住 所    区 

 

２ 箱型ごみステーション器材の形状 

（形状詳細は、別添「箱型ごみステーション器材形状図」のとおり） 

  □ 箱型 

  □ 物置型 

  □ 一部開放型 

 

３ 利用世帯数 

      世帯 

 

４ 箱型ごみステーション器材の容積 

       ℓ   

※ 容量が足りない場合の増設は助成の対象となりませんのでご注意ください。 

・添付書類：付近見取り図、配置図（敷地平面図）、箱型ごみステーション器材形状図 

・□欄には、該当するところに「✓」を記入してください。 

・受付欄は、清掃事務所使用欄ですので、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受 付 欄 

 



（様式 2） 

札環 清第  号   

  年（   年）  月  日   

 

箱型ごみステーション器材設置等計画要件適合確認通知書 
 

 

団体名               

住 所               

氏 名             様 

 

札幌市環境局環境事業部   

  清掃事務所長   

 

 

 平成 年 月 日付け札環 清第  号にて受け付けた箱型ごみステーション器材

設置計画について、札幌市箱型ごみステーション器材敷地内設置費助成要綱第 5 条第

3 項の規定により、同要綱第 3 条第 3 項第 2 号から第 5 号に定める基準を満たしてい

ることを下記のとおり確認したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 箱型ごみステーション器材設置等予定地 

住 所    区 

 

２ 箱型ごみステーション器材の形状 

  □ 箱型 

  □ 物置型 

  □ 一部開放型  （形状詳細は、別添「箱型ごみステーション器材形状図」のとおり） 

 

 

 



（様式 3） 
箱型ごみステーション器材設置費助成金交付申請書 

 

年   月   日 

  （あて先）札 幌 市 長 

申 

請 

者 

団体  
○管理会社等であれば会社名 

○振込み口座名義が団体名の場合

はその団体名と同一であること 

代表者 
氏名 

（肩書） 

                

○振込み口座名義が個人名の場合 

はその名義人と同一であること 

 

住所 
〒□□□－□□□□ 
   区 

○地域団体であれば代表者住所 

○管理会社等であれば会社所在地 

電話 （    ）    － ○代表者の連絡先 

申請に来た方の連絡先（申請者と異なる場合のみ記入） 

氏名  連絡先  

 札幌市箱型ごみステーション器材敷地内設置費助成要綱第6条第1項の規定により、
助成金の交付を申請します。 

１ 箱型ごみステーション器材設置等予定地（設置計画書と同一の場所であること） 

設置等予定場所    区 

土
地
所
有
者 

氏 名  

住 所  

電 話 （    ）    － 
 

 

 

３ 助成金交付決定通知書送付先(申請者と異なる場合のみ記載してください) 

送 

付 

先 

氏名 
（団体名・会社名）           (肩書き) 

 

住所 
〒□□□－□□□□ 
   区 

電話 （    ）    －    

４ 添付書類 
 ⑴ 札幌市箱型ごみステーション器材敷地内設置費助成要綱第３条第 1 項第 1 号のアに該当す

る者については、計画確認書の写し、イ又はウに該当する者については、同要綱第５条第２

項に定める清掃事務所長の承認を得た「共同住宅ごみ処理及びごみステーション設置計画書
（既存共同住宅）」の写し 

 ⑵ 箱型ごみステーション器材設置等同意書（様式４） 

 ⑶ 設置等に要する経費の内訳が明記されている見積書の写し 
 ⑷ 付近見取り図 
 ⑸ 配置図 

 ⑹ 詳細図（箱型ごみステーション器材形状図） 

       

２ 交付申請金額    ０ ０ 円 

（新規・更新・修繕） 



（様式 3）箱型ごみステーション器材敷地内設置費助成金 

 

誓約書 

 

 箱型ごみステーション器材を設置する場合の助成金について申請し、交付を受ける

にあたり、以下の誓約事項をすべて確認し、同意いただける場合のみチェック欄にチ

ェックを入れてください。 

（チェックの例：☑ ■ 等） 

 

  注）同意いただけない場合は、申込みを受付することはできません。 

 

誓約事項 チェック欄 

札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年条例第６号。以下

「暴排条例」という。)第２条第１号に規定する暴力団ではないことを

誓約します。 

□ 

暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員、暴排条例第７条第１項に規

定する暴力団関係事業者ではないことを誓約いたします。 
□ 

助成事業の目的等に照らし、助成金の交付を受けることが公益上不適当

と認められる法令違反をしていないことを誓約いたします。 
□ 

 

裏面 



（様式 4） 

箱型ごみステーション器材設置等同意書 
 

 

   年   月   日 

 

（あて先）札 幌 市 長 

 

（土地・建物所有者） 

住  所 

氏  名             印 

                   ※自ら署名した場合は押印の省略可 

 

 札幌市箱型ごみステーション器材敷地内設置費助成制度の申請者が対象箱型ごみス

テーション器材の設置等を予定している土地・建物は、私の所有に係るものであるた

め、申請者に対し、善良な管理義務を課すことを条件に、助成対象箱型ごみステーシ

ョン器材の設置等に同意します。 

 

記 

 

設置等予定場所  

申請者の氏名  

申請者の住所  

申請者との関係  

備 考  

 

※ 土地・建物所有者が複数の場合は、用紙を変えて提出してください。 

※ 賃貸借契約が締結されている場合は、契約書の写しを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式 5） 
  箱型ごみステーション器材設置費助成金交付決定通知書 

 
 

年   月   日 

 

 

 

団体 
 

 

住所 
〒□□□－□□□□ 

   区 

氏名 

 

                   

様 

 

札 幌 市 長 

 

 

 札幌市箱型ごみステーション器材敷地内設置費助成要綱第6条第2項の規定により、
助成金の交付を決定したので通知します。 

 

 

 

 

２ 箱型ごみステーション器材設置等予定地 

住 所    区 

 

 

 

       

１ 交付決定額    ０ ０ 円 

３ 交付決定番号  



（様式 6）                             

箱型ごみステーション器材設置等中止届出書 
 

年   月   日 

  （あて先）札 幌 市 長 

 

 

団 名 

住 所 

氏 名              

 

 

     年  月  日付けで下記のとおり交付決定通知のありました対象箱型ご

みステーション器材の設置等について、計画を中止したので、札幌市箱型ごみステー

ション器材敷地内設置費助成要綱第 7 条第 1 項の規定により、届出ます。 

 

記 

 

 

 

 

２ 箱型ごみステーション器材設置等予定地 

住 所    区 

 

 

 

 

４ 計画中止の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

１ 交付決定額    ０ ０ 円 

３ 交付決定番号  



（様式 7） 

箱型ごみステーション器材設置費助成金変更交付申請書 
 

 年   月   日 

  （あて先）札 幌 市 長 

 

団 体 

住 所 

氏 名              

 

     年  月  日付けで下記のとおり交付決定通知のありました対象箱型ご

みステーション器材の設置等について、計画を変更したいので、札幌市箱型ごみステ

ーション器材敷地内設置費助成要綱第 7 条第 2 項の規定により、届出ます。 

記 

 

１ 交付決定番号             
 

２ 計画変更の内容 

 変更前 変更後 
対象箱型ごみステーション

器材に係る仕様等の変更 
  

対象箱型ごみステーション

器材の設置に係る経費 
  

交付申請金額 
  

設置等完了予定日     年  月  日     年  月  日 

 

添付書類  変更後の内容に改訂した次の各号に定める書類 

 ⑴ 札幌市箱型ごみステーション器材敷地内設置費助成要綱第３条第 1 項第 1 号

のアに該当する者については、計画確認書の写し、イ又はウに該当する者につ

いては、同要綱第５条第２に定める清掃事務所長の承認を得た「共同住宅ごみ

処理及びごみステーション設置計画書（既存共同住宅）」の写し 

 ⑵ 箱型ごみステーション器材設置等同意書（様式４） 

 ⑶ 設置等に要する経費の内訳が明記されている見積書の写し 

 ⑷ 付近見取り図 

 ⑸ 配置図 

 ⑹ 詳細図（箱型ごみステーション器材形状図） 

 

３ 変更理由  
 



（様式 8） 

箱型ごみステーション器材設置費助成金変更交付決定通知書 
 

 

年   月   日 

 

団体 
 

 

住所 
〒□□□－□□□□ 

   区 

氏名 
 

                   様 

 

    札 幌 市 長  

 

 

 札幌市箱型ごみステーション器材敷地内設置費助成金交付要綱第 7 条第 3 項の規定

により、助成金の変更交付を決定したので通知します。 

 

１ 交付決定額 

変更前 変更後 

 
       

   ０ ０ 円 

 
       

   ０ ０ 円 

 

 

２ 箱型ごみステーション器材設置等予定地 

変更前  

変更後  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 交付決定番号  



（様式９） 

箱型ごみステーション設置等報告兼助成金交付請求書 

（あて先）札 幌 市 長       請求年月日      年   月   日 
住所                   
会社・団体名               
肩書・氏名              印 

 
  年  月  日付けで交付決定通知のありました助成対象箱型ごみステーション設置

等が完了したので、札幌市箱型ごみステーション敷地内設置費助成金交付要綱第８条１項の規定

により、下記のとおり設置報告及び助成金の交付を請求します。 
 

記 
  

   

１ 交付決定番号   

２ 設置完了年月日       年  月  日 

 
 

金額は右詰めで記入し、先頭に必ず「￥」マークを記入してください。 

４ 振込先 

金融機関名  店名  種別 普通・当座 

口  座 店番号    口座番号        

名前（カナ） 

               

               

※ 名前（カナ）欄には通帳に表示されている名前と同じカタカナをご記入ください。 

法人・団体の場合、代表者名は含まれない場合がありますので、ご注意ください。 

濁点・半濁点・カッコ・スペースは１マス分使用してください。 

 
５ 添付書類（該当するものにチェック） 
□ 箱型ごみステーション設置等状況写真 
□ 工事・購入契約書の写 
□ 領収書の写 

以上 
※ シャチハタ・ゴム印は請求印として使用できません。 

法人・団体の方は、代表者の印（代表取締役印、町内会長印、個人印など）を使用してください。 

社判・団体名の印は請求印として使用できません。 

       
３ 助成交付金請求額     ０ ０ 円 

捨
印 


